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選任第１号 決算審査特別委員会委員の選任について ９月５日 選  任 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 

議案第59号 平成28年度津幡町一般会計補正予算（第３号） ９月12日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 

議案第60号 
平成28年度津幡町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号） 
９月12日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 

議案第61号 
平成28年度津幡町介護保険特別会計補正予算（第１

号） 
９月12日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 

議案第62号 
平成28年度津幡町簡易水道事業特別会計補正予算（第

１号） 
９月12日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 

議案第63号 
平成 28年度津幡町バス事業特別会計補正予算（第１

号） 
９月12日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 

議案第64号 津幡町職員定数条例の一部を改正する条例について ９月12日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 

議案第65号 
津幡町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について 
９月12日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 

議案第66号 
津幡町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改

正する条例について 
９月12日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 

議案第67号 町道路線の認定について ９月12日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 

議案第68号 かほく市道路線の認定の承諾について ９月12日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 

請願第12号 
沖縄県東村高江の米軍北部訓練場ヘリパッド建設工

事の即時中止を求める意見書の提出を求める請願 
９月12日 不 採 択 賛成２ 反対 13 × ○ × × × × × × × ○ × － × × × × 

請願第13号 
返済不要の「給付型奨学金」の創設及び無利子奨学金

の拡充を求める意見書の提出を求める請願 
９月12日 採  択 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 

請願第14号 
「同一労働同一賃金」の実現を求める意見書の提出を

求める請願 
９月12日 不 採 択 賛成５ 反対 10 ○ ○ × × ○ × × × × ○ × － ○ × × × 

同意第４号 
津幡町教育委員会委員任命につき同意を求めること

について 
９月12日 同  意 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 

議会議案第９号 
返済不要の給付型奨学金の創設および無利子奨学金

の拡充を求める意見書 
９月12日 原案可決 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 

選挙第１号 副議長選挙について ９月12日 選  挙 投  票 － － － － － － － － － － － － － － － － 

選任第２号 
津幡町議会石川県森林公園活性化対策特別委員会委

員の選任について 
９月12日 選  任 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 

選任第３号 津幡町議会改革検討特別委員会委員の選任について ９月12日 選  任 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 

選任第４号 津幡町議会決算審査特別委員会委員の選任について ９月12日 選  任 全員賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 

※ 賛否は、賛成は「○」、反対は「×」、議場に不在（棄権）は「退」、欠席は「欠」、除斥は「除」、裁決に加わらない議長は「－」で表示しています。 
（注）除斥とは、議会の審議における審議の公正を期するため、審議事件と一定の利害関係を有するため審議に参加することができない議員です。 

 


